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令和７年 12 月の更新に当たって
― PFAS に係る現状 ― 

〇１万種類以上あると言われる PFASの中でも、環境中での残留性や健康

影響の懸念から国際条約の廃絶対象等になった PFOS、PFOA、PFHxS

（以下 PFOS等）については、化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律（化審法）により、製造・輸入等を原則禁止にしています。 

〇このため PFOS等が国内で新たに製造等されることは原則ありません

が、主に過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域や地下水

等から検出されています。 

〇PFOS等の人へのばく露は主に経口摂取であると指摘されていることを

踏まえ、既に多くの水道事業者等によって検査が行われていますが、令

和８年４月には PFOS及び PFOAが水質検査・遵守義務のある水道水質

基準に引き上げられます。加えて、水環境に関しては PFOS及び PFOA

は要監視項目に指定されており、指針値を超過した場合の対応に関する

参考として対応の手引きを作成するなど、自治体と連携して環境モニタ

リングと健康影響の未然防止に取り組んでいます。なお、現在残ってい

る PFOS等を含む泡消火薬剤についても、代替や管理徹底が進められて

います。

〇また、PFASについては、知見が十分でないことも多いため、科学的知見

等の充実が必要です。このため、血中濃度と健康影響に関する疫学研究

や毒性評価、濃度低減のための対策技術の実証などに取り組んでいま

す。なお、食品についての調査も進められており、これまでの調査結果

からは、一般的な食生活では PFOS及び PFOAの摂取量は耐容摂取量

（TDI）と比較して十分に少ない水準であることが確認されています。 

〇今回、PFASに係る法令の改正や新たな調査結果等の最新の状況を踏まえ

てハンドブックの更新を行いました。引き続き、PFASについて、総合的

に対策に取り組んでいくとともに、分かりやすい情報発信に努めていき

ます。 

令和７年 12 月５日 

環境省 水・大気環境局環境管理課 有機フッ素化合物対策室 
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1.1 PFAS とは 

 
 

ＰＦＡＳ（通称ピーファス）とは、主に炭素とフッ素からなる化学物質で、ペルフ

ルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物のこと１を指します。分

類の仕方によって数が異なります２が、ＰＦＡＳは１万種類以上の物質があるとさ

れています。 

ＰＦＡＳの物性は炭素鎖の長さ、官能基の種類、分岐類の有無等で大きく異な

りますが、いずれも強く安定した炭素-フッ素結合を持ち、加水分解、光分解、微

生物分解及び代謝に対して耐性があります。中には撥水・撥油性、熱・化学的安

定性等の物性を示すものがあり、溶剤、界面活性剤、繊維・革・紙・プラスチック

等の表面処理剤、イオン交換膜、潤滑剤、泡消火薬剤、半導体原料、フッ素ポリ

マー加工助剤等、幅広い用途で使用されています。 
 

1 「アルキル」は、炭素と水素が結びついたものです。 

「ペルフルオロ」はアルキル基に結合した水素がすべてフッ素で置き換わったもの、「ポリフルオ

ロ」はアルキル基に結合した水素の一部がフッ素で置き換わったものを指しています。 
 

2 例えば、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２０１８年に発表したデータベースでは、4,730 の分子種

の存在が確認されています。 
 

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf） 
・ PFOS、PFOA 以外の PFAS に係る国際動向（https://www.env.go.jp/content/000123227.pdf） 
・ 食品安全委員会「有機フッ素化合物（PFAS）評価書」

（https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20240625001&fileId=201） 
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1.2 PFOS・PFOA とは 

ＰＦＡＳの一種であるＰＦＯＳ（ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォ

ス）・ＰＦＯＡ（ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア）は、様々な用途で使用さ

れてきました。具体的には、ＰＦＯＳは、半導体用反射防止剤・レジスト（電子回路

基板を製造する際に表面に塗る薬剤）、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等に、Ｐ

ＦＯＡは、フッ素ポリマー加工助剤（他のフッ素化合物を製造する際に、化学反

応を促進させるために添加する薬剤）、界面活性剤等に使われてきました。 

いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、予防的

な取組方法の考え方に立ち、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡは、それぞれ２００９年・２０１９年に

ＰＯＰｓ条約（→1.4 参照）対象物質に追加されました。これを受け、日本国内で

は、ＰＦＯＳ・PFOA をそれぞれ 20１０年・２０２１年に「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律」（化審法）の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸

入等を原則禁止しました（→1.5 参照）。 

このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、主に過去

様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域（河川・湖沼・海域）や地下水

等から検出されることがあります（→2.2、2.3 参照）。また、ＰＦＯＳ等を含む泡

消火薬剤を使った消火設備は、今でも市中に残っています（→2.8 参照）。 

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）
・ 食品安全委員会 「有機フッ素化合物（PFAS）評価書」

（https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20240625001&fileId=201）
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1.3 国際条約に追加されている PFOS・PFOA 以外の PFAS 

PFOS・PFOA のほか、PFHxS（ペルフルオロヘキサンスルホン酸）及び LC-

PFCA（長鎖ペルフルオロカルボン酸）もPFOS・PFOAと同様の性質を有する物質

として POPs 条約の廃絶等の対象に順次追加されています（→1.4 参照）。 

PFHxS は、２０２２年にＰＯＰｓ条約に追加、2024 年に化審法の第一種特定化学

物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されました。また LC-PFCA は、２０２５

年４月から 5 月にかけて行われた締約国会議においてＰＯＰｓ条約に追加すること

が決定され、厚生労働省、経済産業省、環境省の３省合同会合において、「第一種特

定化学物質」への指定が適当であると結論づけられたところです（→1.5 参照）。な

お、2017 年度以降、製造、輸入、出荷はほとんどないことが確認されています。 

PFHxS 及び LC-PFCA のうち PFNA（ペルフルオロノナン酸（炭素数 9））はそ

れぞれ 2021 年・2025 年に、水道水における要検討項目と水環境における要調

査項目として位置づけられ、知見の充実が進められています。なお、国内における水

道原水・水道水中の PFAS の実態調査では、現在分析可能な LC-PFCA のうち、

PFNA 以外の物質はすべて 5 ng/L 以下でした。 

・ 中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

（https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html）
・ 環境省 要調査項目（https://www.env.go.jp/water/chosa/index.html）
・ 環境省 水道水質基準について（https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/index.html）
・ 水道原水・水道水中の PFAS の検出実態調査について（水道水質・衛生管理小委員会（第 2 回）

資料 3-2 別添）（https://www.env.go.jp/council/water_supply/kentoukai/000310499.pdf）
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1.4 ストックホルム条約（POPs 条約）とは

ＰＯＰｓ条約（正式名称：残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）は、

毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する性質を持つ化学物質

「残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants；POPs。）」から、

人の健康と環境を保護することを目的とした条約です。国際的な協調の下、予

防的な取組方法の考え方に立ち、ＰＯＰｓの廃絶・削減を目指すものです。条約

の締約国は、対象物質について、意図的な製造・輸入等を規制する措置を講じ

る等の義務があります。 

ＰＯＰｓ条約では、締約国が対象物質を提案し、専門家から構成される「残留

性有機汚染物質検討委員会」での検討と締約国会議での合意を経て、順次、対

象物質が追加されていく仕組みがとられています。 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ・ＰＦＨｘＳはそれぞれ 2009 年・２０１９年・２０２２年にＰＯＰｓ

条約の対象物質として追加されました。 

また、炭素数が９以上、２１以下の LC-PFCA は、2025 年に開催された締

約国会議において、新たに対象物質として追加することが決定されました。 

・ 環境省 POPs 条約全文（https://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html）
・ 環境省 POPs パンフレット（https://www.env.go.jp/chemi/pops/pamph/index.html）
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1.5 日本国内での規制（化審法） 

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）は、人の健康を

損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質に

よる環境の汚染を防止することを目的とする法律です。 

中でも、第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高

次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質であり、第一種特定化学物質に指

定されると、製造又は輸入の許可（原則禁止）、使用の制限、政令指定製品の輸

入制限や第一種特定化学物質等取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義

務等が措置されます。 

ＰＯＰｓ条約の廃絶対象等となった PFOS・ＰＦＯＡ・PＦＨｘＳ（→1.4 参照）は、

化審法における「第一種特定化学物質」に指定し、製造・輸入等を原則禁止しま

した。 

LC-PFCA については、厚生労働省、経済産業省、環境省の３省合同会合に

おいて、「第一種特定化学物質」への指定が適当であると結論づけられたところ

です。 

・ 第一種特定化学物質一覧（https://www.env.go.jp/content/000266458.pdf）
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2.1 環境・身の回りの PFOS・PFOA 等の調査 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等には、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があ

るため、北極圏等も含め世界中に広く残留しています。 

環境中には、過去に様々な形で排出されたＰＦＯＳ・ＰＦＯＡが残っており、公

共用水域（河川・湖沼・海域）や地下水等での調査が進められています（→2.2、 

2.3 参照）。 

また、人が摂取する経路として考えられる飲み水や食品についても調査が進

められています（→2.4、2.5、2.6 参照）。

加えて、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ以外のＰＦＡＳについての調査や、そのために必要な

分析法の開発（→4.20 参照）、土壌中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等の分析法の開発（→ 

4.18 参照）等も順次行われており、ＰＦＡＳの存在状況に関する知見の充実に

向けた取組が進んでいます。 

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）Q1
・ PFAS に対する総合戦略検討専門家会議（第 5 回）資料 1-1

（https://www.env.go.jp/content/000242830.pdf）
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2.2 環境中の PFOS・PFOA 等(1)存在状況の経年変化 

環境省では、ＰＯＰｓ条約の対象物質等の環境中の残留実態の調査を行って

おり、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡも、２００９年度から、国内の数十箇所において毎年度測定

を行っています。 

２０２３年度までに測定された、同一地点における水質（公共用水域）、底質及

び大気中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ濃度から、環境中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの経年変化とし

て、統計的に有意な減少傾向がみられました。 

また、魚類についても、検出率が経年的に減少していることが統計的に有意

と判定されており、一般環境中におけるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ濃度は減少傾向にある

と示唆されています。 

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）Q2
・ 「令和 5 年度化学物質環境実態調査結果（概要）」について別表 3-3～3-5

2002 年度から 2023 年度における経年分析結果（https://www.env.go.jp/content/000277134.pdf）
・ PFAS に対する総合戦略検討専門家会議（第 5 回）資料 1-1

（https://www.env.go.jp/content/000242830.pdf）
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2.3 環境中の PFOS・PFOA 等(2)公共用水域・地下水 

公共用水域と地下水については、全国でのＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの存在状況を調査

しています。２０１９年度と２０２０年度の環境省による調査に続き、２０２０年に

水環境中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡについて指針値 1,2 を設定するとともに、「要監視項

目」3に位置づけた（→4.12 参照）ことを踏まえ、２０２０年以降は、都道府県・水

質汚濁防止法に定める政令市による調査が行われています。 

２０２３年度における測定地点 2,078 地点のうち、指針値（暫定）2 を超過し

た地点数は、242 地点でした。 

PFOS・PFOA 以外の PFAS については、２０２１年に PFHxS を、2025 年

に 7 種類の PFAS をそれぞれ「要調査項目」4に位置づけ、リスクに関する知見

を収集するために、環境省が環境中の存在状況調査を行っています。 

１ ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの合計で５０ ng/L。１ ng（ナノグラム）は 10 億分の 1 ｇ。 

２ PFOS・PFOA の指針値（暫定）は 2025 年 6 月 30 日に「指針値」とした。 

3 人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに

環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの 

４ 個別物質ごとの「水環境リスク」は比較的大きくない、又は不明であるが、環境中での検出状況や

複合影響等の観点からみて、「水環境リスク」に関する知見の集積が必要な物質 

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）Q2
・ 環境省 要調査項目（https://www.env.go.jp/water/chosa/index.html）
・ 環境省令和５年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について

（https://www.env.go.jp/press/press_04658.html）
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2.4 水・食品中の PFOS・PFOA 等(1)水道水 

２０２０年度にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡが水質管理目標設定項目（水質管理目標値 50 

ng/L（暫定値）１）に位置付けられた（→4.7参照）ことから、２０２０年度から、多

くの水道事業者等が、水道水質基準に準じて給水栓水のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの検査

を行っています。 

２０２４年５月、環境省と国土交通省が共同で、水道事業者、水道用水供給事

業者、専用水道の設置者を対象に、水道におけるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの検査結果を

調査しました。このうち、一般の需要に応じて水道水を供給する水道事業者と

水道用水供給事業者について、暫定目標値１を超過した事業は、２０２０年度は 

１１事業ありましたが、年々減少し、２０２４年度は９月末時点で０事業でした。 

２０２３年度までに暫定目標値１を超過したことのある全１４事業において、当該

水源からの取水停止、水源切替え、活性炭による処理等の措置を行い、９月末

時点での結果では暫定目標値１を下回っていました。 

検査をまだ実施していない水道事業者に対しては、環境省と国土交通省が

連携して、検査を実施するよう、引き続き呼びかけています。 

１ 2025 年６月に水質基準に関する省令改正を行い、PFOS・PFOA（合算で 50 ng/L）は水質基

準に格上げし、2026 年 4 月 1 日から施行します。

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）Q4
・ 環境省 令和 6 年 12 月 24 日報道発表資料「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査の結果に

ついて（最終取りまとめ）」（https://www.env.go.jp/press/press_04194.html）
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2.5 水・食品中の PFOS・PFOA 等(2)ミネラルウォーター類 

厚生労働省では、水道水に係るＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの暫定目標値が設定されたこ

とを受け、食品衛生法上の規格基準の設定の必要性を検討するため、２０２１年

度と２０２２年度に、国内に流通するミネラルウォーター類に含まれるＰＦＯＳ・

PFOA の含有実態調査を行いました（２０２４年度より厚生労働省から消費者

庁へ食品衛生基準行政が移管されたため、現在、食品衛生法上の規格基準は

消費者庁が所管しています）。 

延べ２５８試料のうち、２５７試料で、暫定目標値：50 ng/L（ＰＦＯＳとＰＦＯＡ

の合算値）を下回っていました。暫定目標値を超過した１試料については、地方

公共団体に対する情報提供を行い、その後の検査結果において、目標値を下

回っていることが確認されました。 

なお、ミネラルウォーター類の PFOS・PFOA の規格基準は 2025 年 6 月

に、水道水の水質基準と同様に 50 ng/L と規定されました。 

・ PFAS に対する総合戦略検討専門家会議（第 5 回）資料 1-1
（https://www.env.go.jp/content/000242830.pdf）

・ 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和 7 年内閣府告示第 105 号)
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/）
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2.6 水・食品中の PFOS・PFOA 等(3)食品 

環境中で分解されにくいＰＦＯＳ・ＰＦＯＡがどのような食品に含まれるかを把握し、

詳細な実態調査の必要性を検討するため、農林水産省は、２０１２～２０１４年度に、

東京、大阪、名古屋及び福岡の４地域で調査を行いました。その結果、魚介類と藻類、

肉類以外の食品群はＰＦＯＳ・ＰＦＯＡが定量限界未満の濃度でした。また、魚介類と

藻類、肉類も含めた一般的な食生活では、耐容一日摂取量（20 ng/kg 体重/日）を

下回る濃度でした。その後、農林水産省では、２０２１～２０２２年度に、国内周辺水域

で生産・水揚げされた水産物中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの予備的な調査を行いました。そ

の結果、合計８０点の試料のうち、得られた平均値は、2012～20１４年度の結果等

と比較して同程度の濃度でした。本調査結果についても一般的な食生活では、耐容

一日摂取量を下回る濃度でした。さらに、農林水産省では、２０２４年度に、国産の農

畜水産物 14 品目を対象として PFOS・PFOA 等の含有実態を調査し、14 品目か

らの摂取量を推定しました。その結果、これら摂取量は、耐容一日摂取量と比較して

十分に少ない水準であることが分かりました。また、２０２３～2024 年度厚生労働

行政推進調査事業費補助金で実施された研究において、食品中の PFAS の分析を

行っており、その結果では耐容一日摂取量を下回る濃度でした。 

・ 農林水産省「有害化学物質含有実態調査結果データ集（平成 25～26 年度）」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/attach/pdf/result-9.pdf）
・ 農林水産省「食品中の PFAS に関する Q&A」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/pfas_qa.html）
・ 農林水産省 食品中の PFAS に関する情報

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/index.html）
・ 厚生労働科学研究成果データベース（https://mhlw-grants.niph.go.jp/search）
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2.7 PFOS・PFOA 等を含む製品(1)フッ素加工品 

 
 

身の回りの製品には、フッ素樹脂でコーティングされたフライパンやフッ素系

撥水剤を用いた撥水スプレー等がありますが、これらに用いられるフッ素化合

物はＰＦＯＳ・ＰＦＯＡとは別の物質が使われています。ＰＦＯＡは、かつてフッ素

コート剤の製造過程で使用されていましたが、国内での製造・輸入禁止に先立

つ企業の自主的な取組で、このような使用は全廃されています。 

ＰＦＯＳは、日本国内で家庭用品の製造に使用されていたという報告はあり

ません。また、ＰＦＯＡは、カーペット等の繊維製品等にも使用されていましたが、

２０１９年に行われた６歳以下の子どもに着目したリスク評価で、これらの製品

等を使用し続けても、そのリスクは、懸念されるレベルにはないとされました。 
 

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）Q9 
・ 令和元年度第 5 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 令和

元年度化学物質審議会 第 3 回安全対策部会・第 190 回審査部会 第 197 回中央環境審議会環境保

健部会化学物質審査小委員会 参考資料 1-5「ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA
関連物質含有製品リスク評価書」（2019 年 9 月） 
（https://www.env.go.jp/council/content/i_04/000236241.pdf） 

・ 日本弗素樹脂工業会「フッ素樹脂製品取扱いマニュアル（改訂 11 版）」（2021 年 2 月）

（http://jfia.gr.jp/pdf/Fluororesin_handling_manual_11.pdf） 
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2.8 PFOS・PFOA 等を含む製品(2) 消火設備 

消火設備や業務用消火器で使用される泡消火薬剤には、可燃性液体表面へ

の流動展開性能、耐油性、耐油汚損性（油の付着しにくさ）等を向上させること

による、消火機能の強化を目的としてＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等が含まれている場合が

あります。 

なお、消火器には、「住宅用消火器」と「業務用消火器」の二種類があり、この

うち「住宅用消火器」と「粉末の業務用消火器」にはＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等は含まれ

ません。 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等が含まれている消火器の型式番号は日本消火器工業会の

ホームページ上等で公開されているため、本体に書かれている「型式番号」から

調べることができます。 

また、石油類等の火災の際に用いられる「泡消火薬剤」にもＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等

が含まれている可能性があります。 

環境省では、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等を含む泡消火薬剤の量を調査しています（→

4.3 参照）。 

・ 日本消火器工業会「PFOS 等を含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて」

（https://www.jfema.or.jp/pfas/pfos/）
・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）Q8
・ 環境省 2024 年 11 月 1 日報道発表資料「PFOS 等含有泡消火薬剤全国在庫量調査の結果

について」（https://www.env.go.jp/press/press_03919.html）
・ 総務省消防庁 消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会

（https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-160.html）





第3章  

人の健康への影響 

（リスク評価）

本章では、基本的には内閣府食品安全委員会によるリスク評価結果を踏まえて記載し

ています。

特に記述のない場合、以下を参照してください。

・ 食品安全委員会 「有機フッ素化合物（PFAS）評価書」

（https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20240625001&
fileId=201）

・ 食品安全委員会「有機フッ素化合物（PFAS）の食品健康影響評価について」

（https://www.fsc.go.jp/osirase/pfas_health_assessment.data/pfas_hyoukagaiyou.pdf）

・ 食品安全委員会「有機フッ素化合物（PFAS）に係る食品健康影響評価及びパブリック

コメント回答の要点」

（https://www.fsc.go.jp/osirase/pfas_health_assessment.data/pfas_youten.pdf） 

・ 食品安全委員会「有機フッ素化合物（PFAS）」評価書に関する Q&A（2025 年 7 月 18
日更新）
（https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/pfas_faq.html）
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3.1 PFAS に関する健康影響評価（リスク評価） 

ＰＦＡＳの健康への影響については、国際機関や各国政府機関等において

様々な評価が行われていますが、現時点では、食品安全委員会が評価対象とし

たＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ・ＰＦＨｘＳについて、各機関が採用しているエンドポイント（肝

臓への影響、出生時体重の減少、コレステロール値の上昇、発がん、免疫系への

影響等、有害な影響を評価する指標）や、どの程度の量で影響が生じるかにつ

いては、国際的に整合性のとれた評価が確立されていません１。 

日本では、食品や水を通じて摂取する有害物質のリスクについては、内閣府

の下に設置された食品安全委員会が、リスク管理機関（規制等のリスク低減措

置を行う機関）から独立した立場で評価を行う体制となっており、ＰＦＡＳにつ

いては、202３年２月に、食品安全委員会の下にワーキンググループが設置さ

れ、評価が行われました２。 

この評価結果は、２０２４年６月に取りまとめられ、公開されました。 

１ 例えば、影響が生じるとされる量については各評価機関によって、ＰＦＯＳでは、約６００倍、

PFOA では約 5,300 倍もの違いが見られます。 

２ リスク評価は、リスク管理機関からの依頼により実施する場合と、食品安全委員会が自ら情報を

収集して実施する「自ら評価」があります。ＰＦＡＳの場合は、食品安全委員会が自ら評価を行いま

した。 
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3.2 リスク評価のステップ

ＰＦＡＳに限らず、一般的に、食品や水を通じて摂取する有害物質については、

動物試験や疫学研究を基に、どの程度の量で健康への影響が生じるのかを評

価（ハザードの特性評価）し、また、食品や水等の調査から、その有害物質をど

の程度摂取しているのかを推定（ばく露（摂取量）評価）した上で、健康への有害

な影響が生じる可能性とその程度（リスク）を判定します。 

ＰＦＡＳについても同様に、ハザードの特性評価（→3.3～3.7 参照）とばく露

（摂取量）評価（→3.9～3.11 参照）、リスクの判定（→3.10 参照）が実施され

ています。 



3.3 評価の対象とした健康影響 
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3.3 評価の対象とした健康影響 

食品安全委員会では、ハザードの特性評価（→3.2 参照）として、まず、８種類

のエンドポイント（肝臓、脂質代謝、甲状腺機能と甲状腺ホルモン、生殖・発生、

免疫、神経、遺伝毒性、発がん性）を評価対象として選定しました。 

 これらのエンドポイントについて、国際機関及び各国政府機関等の評価に用

いられた科学的知見も含め、多数の動物試験や疫学研究の文献が収集され、各

分野の専門家により、１つ１つ精査されました。 

動物試験や疫学研究にはそれぞれ様々な制約１があります。科学的根拠は、

複数の報告の質や確からしさから証拠としての妥当性が検討されます。関連が

みられたとする報告があっても、症例数の規模が小さい等の理由により「証拠

が不十分」と判断される場合があります。また、関連がみられたとする報告だけ

でなく関連がなかったとする報告がある等、結果に一貫性がない場合は、「証

拠が限定的」と判断される場合があります。 

エンドポイントごとの評価の結果、動物試験でみられた「出生児への影響」に

ついては証拠の確かさが強いとされました（→3.4 参照）。その他については、

証拠が「不十分」又は「限定的」と判断されました（→3.5 及び 3.7 参照）。 

１ 例えば、動物試験には①動物のデータを単純にヒトに当てはめて類推できない場合がある、②多く

の場合、ヒトが現実にばく露し得る水準よりはるかに多い量を動物に投与している、という点に留

意が必要であり、また、疫学研究には解析の対象としていないその他の要因の影響を受けているこ

とがある、という制約があります。
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3.4 個別の健康影響に関する評価（生殖・発生毒性） 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡは、動物試験において、生まれた動物の体重減少等に影響を

及ぼすことが指摘されています。これら生殖・発生毒性（胎児への影響）につい

て、食品安全委員会では、「疫学研究については、母体血を介した胎児期のＰＦ

ＯＳ・ＰＦＯＡばく露と出生時体重低下との関連は否定できないものの、知見は

限られている」「動物試験で見られた出生児への影響等は、PFOS・ＰＦＯＡの指

標値算出の根拠となり得る」と評価しました。 

具体的には、疫学研究からは、母親のばく露による出生児の体重の低下との

関連は否定できないものの、低出生体重児等がどの程度のばく露によって生じ

るかを評価できる知見は限られていました。 

動物試験では、生まれたこどもが低体重又は出生後の体重増加が抑えられ

る、骨の形成が遅れる等の影響が見られ、複数の報告が同様の結果を示したこ

とから、証拠の確かさは強いと考えられました。ただし、これらはＰＦＯＳや

PFOA をヒトがばく露される量よりも多く実験動物に投与した結果です。 
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3.5 個別の健康影響に関する評価（発がん性） 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡについては、ＷＨＯの国際がん研究機関（IARC）において、発

がん性分類が公表されています（→3.6 参照）。食品安全委員会では、ＩＡＲＣが

参照した文献も含めて検討した結果、「発がん性に関する知見から指標値を算

出するには情報が不十分である」と評価されました。 

具体的には、疫学研究では、ＰＦＯＡとがんとの関連については結果に一貫性

がなく、ＰＦＯＳについては証拠は不十分でした。 

また、動物試験では一部の臓器に腫瘍の形成が観察されたものの、ラット等

に特有のメカニズムによる可能性がある等の理由から、ヒトに当てはめられる

かどうかは判断できませんでした。 



3.6 国際がん研究機関（IARC）による発がん性分類 
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3.6 国際がん研究機関（IARC）による発がん性分類 

化学物質等の様々な要因が、ヒトに対する発がんの原因となり得るかについ

ては、ＷＨＯの国際がん研究機関（IARC）が「発がん性分類」を行っています。

この分類は、様々な要因が、ヒトに対する発がんの原因となり得るかの「根拠の

程度」を評価したものです。 

２０２3 年、ＩＡＲＣはＰＦＯＡをグループ１（ヒトに対して発がん性がある）に、ま

た、ＰＦＯＳをグループ 2B（ヒトに対して発がん性がある可能性がある）に分類

しました。 

ただし、ＩＡＲＣの評価は、発がん性の強さを示すものではなく、また、ばく露

量等を踏まえた実際の発がんの確率や重篤性を示すものではないことにも注

意が必要です。 

なお、食品安全委員会では、ヒトに対する発がん性についてはＩＡＲＣの評価

とおおむね同様でしたが、動物に対する発がん性については、ラット等に特有

のメカニズムによる可能性がある等の理由から、ヒトに当てはめられるかどう

かは判断できず、発がん性の機序についても、強い証拠が得られているとは言

い難いと評価されています。 



3.7 個別の健康影響に関する評価（その他） 
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3.7 個別の健康影響に関する評価（その他） 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡは、発がん性や生殖・発生毒性以外に、例えばコレステロール

値の上昇や免疫系への影響等も指摘されており、食品安全委員会ではこれら

についても評価しています。 

肝臓や脂質代謝への影響については、可能性は否定できないものの、コレス

テロール値等の変化がわずかであり、疾患に結びつくかどうかが不明であった

ことから、証拠は不十分と判断されました。 

また、ワクチン接種後の抗体応答の低下との関連については、影響を評価す

るには情報が不十分１でした。 

その他のエンドポイントについても、ＰＦＡＳの健康影響に関する指標値を算

出するには情報が不十分でした。 

１ 海外の評価機関では、フェロー諸島での研究をもとに免疫毒性を評価しているものもありました

が、フェロー諸島では、ＰＦＡＳの主なばく露源として鯨肉を食べていることが考えられ、日本の約

２０倍に及ぶ PCB を摂取しており、ＰＦＡＳの影響のみを評価することはできないと判断されまし

た。 



3.8 耐容一日摂取量（TDI） 
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3.8 耐容一日摂取量（TDI） 

現時点で得ることのできた科学的知見から、生殖・発生毒性（胎児への影響）

の情報（→3.4 参照）をもとに、食品安全委員会においてＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの「耐

容一日摂取量（Ｔｏｌｅｒａｂｌｅ Ｄａｉｌｙ Ｉｎｔａｋｅ：ＴＤＩ）」（この値未満であれば、ヒト

が一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される

量）を算出したところ、いずれも体重 1kg 当たり 1 日当たりの量が 20 ｎｇ

（20 ｎｇ/ｋｇ 体重/日）とされました。なお、この TDI は、出生児への影響等１に

ついての動物試験の結果から、不確実係数を考慮して、健康に悪影響がないと

推定される値が設定されています。 

ＰＦＨｘＳは、評価のための知見が不十分なため、現時点では指標値の算出は

困難と判断されました。 

複数のＰＦＡＳによる複合ばく露の影響については知見がほとんど得られてい

ないことから、現時点では個別の分子種ごとに指標値を設定することが適切と

判断されました。今後、科学的知見が集積された場合には、ＴＤＩが見直される

可能性があります。 

１ ＰＦＯＳについては、ラットのこどもの体重増加抑制を、ＰＦＯＡについては、マウスの胎児の足の

骨の形成への影響等を、それぞれ指標値算出の根拠となる毒性として採用した上で、実験動物と

ヒトの間の差、ヒトの個人差等を考慮した不確実係数で除しています。一般的に、不確実係数と

は、動物とヒトの種の違いや、成人と子ども等個体間の感受性の違いの可能性を見込んで安全性

を確保するための係数で、この値で除する過程は動物実験のデータを用いて指標値を算出する

過程において行われます。



3.9 ばく露評価(1)摂取経路 
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3.9 ばく露評価(1)摂取経路 

リスク評価では、ハザードの特性評価とあわせて、ばく露（摂取）量・経路の評

価（日本人がどのような経路でどの程度ＰＦＡＳを摂取しているかを推定するこ

と）が必要です。 

ヒトがＰＦＡＳにばく露される経路としては、食事及び飲料に加え、食品包装

や粉じんの摂取、カーペットや衣類等からの摂取等が考えられますが、海外の

報告によると、生活環境等により異なるものの、食事による摂取がＰＦＡＳへの

ばく露に最も大きく寄与していると考えられています。 

こうした知見を踏まえ、食品安全委員会における評価では、海外における調

査結果に加え、国内で行われた調査（農林水産省が行った食品中のＰＦＯＳ・

PFOA 濃度の調査（→2.6 参照）や、水道の浄水中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ検出状況

に関する統計（→2.4 参照）等）の結果が、ばく露評価に取り入れられました。 



3.10 ばく露評価(2)日本における食事等からの摂取量 
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3.10 ばく露評価(2)日本における食事等からの摂取量 

2012～20１４年度に農林水産省が実施した調査によると、日本人の食生

活において PFOS 及び PFOA の平均的な推定摂取量はそれぞれ 0.60～1.1 

ng/ｋｇ 体重/日及び 0.066～0.75 ｎｇ/ｋｇ 体重/日の間にあると推定され

ていました。これらの値は、食品安全委員会が設定した耐容一日摂取量（TDI）

（→3.8 参照）と比較すると、低い状況にあると考えられています。 

食品安全委員会における評価では、「現時点の情報は不足しているものの、

通常の一般的な国民の食生活（飲水を含む）から食品を通じて摂取される程度

のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡによっては、著しい健康影響が生じる状況にはない」と考えら

れています。また、「ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等のリスクを過剰に懸念して食生活を変更

することには、栄養学的な過不足をもたらす等の新たな異なるリスクをもたら

すおそれがある」ともされています。 

その後、農林水産省では、２０２４年度に、国産の代表的な農畜水産物 14 品

目を対象として PFOS 及び PFOA の含有実態を調査し、分析結果と平均消費

量を用いてこれらの品目の総摂取量を推定した結果、食品安全委員会が設定し

た TDI と比較して十分に少ない水準であることが分かりました（→2.6 参照）。 

・ 農林水産省「食品中の PFAS に関する Q&A」Q6
（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/pfas_qa.html）

・ 農林水産省 食品中の PFAS に関する情報

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/index.html）



3.11 ばく露評価(3)血中濃度 
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3.11 ばく露評価(3)血中濃度 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等は、ヒトの血液中からも検出されています。 

ヒトの血中ＰＦＡＳ濃度は、過去のＰＦＡＳ摂取を反映した値ですが、ＰＦＯＳ・

PFOA は数年かけて体外に排出されること１、体内でどのように吸収・分布・代

謝・排泄されるかは不確実な点が多いため、血中濃度の結果からＰＦＡＳを摂取

した量、時期、期間等を推測するのは困難です。 

また、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるかについ

ては明らかとなっていません２。 

今後のリスク評価に向けては、ＰＦＡＳの摂取量と血中濃度との関連や、それ

らと健康影響との関連について、疫学的手法により計画的に調査することが重

要です。 

１ 体に入った量が半分に減るまでの期間（半減期）は、ＰＦＯＳでは平均 5.7 年、ＰＦＯＡでは平均

3.2 年と報告されています。

２ 外国において血中濃度の指針値を設定している例もありますが、この数値を超過した場合に各個

人の健康障害を引き起こすということを意味するものではなく、ばく露低減等の対策の参考とし

て設定されているものです。

・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集 Q3、Q6
（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）



3.12 今後の課題 
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3.12 今後の課題 

また、ＰＦＡＳについては、ヒトと実験動物では観察される影響が一致しないこと、

影響が生じるメカニズムが不明であること等、健康影響に関する情報が不足してい

ます。また、質の高い疫学研究も不足しています。血中濃度の結果から摂取・ばく露

の量、時期、期間等を推測することは現時点の知見では困難です。ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ・

ＰＦＨｘＳ以外のＰＦＡＳについて、健康影響、環境中及び食品中濃度、ばく露等に関す

る情報収集の充実が求められています。 

このため、環境省では、令和６年度から「ＰＦＡＳに関する総合研究」として、

PFOS・ＰＦＯＡ以外のＰＦＡＳの有害性に関する研究を開始しました。また、全国の

10 万組の親子を対象とした大規模疫学研究である「子どもの健康と環境に関する

全国調査（エコチル調査）」、環境研究総合推進費を活用した研究、化学物質の人へ

のばく露量モニタリング調査も進行中です。食品安全委員会においても、今回のリ

スク評価において不十分であった知見について、研究テーマの公募を行いました。

今後、これらの調査・研究を通じて、ＰＦＡＳの健康影響に関する情報の充実が図

られていきます。これまでの研究成果等については、エコチル調査ウェブサイトの成

果発表一覧や化学物質の人へのばく露量モニタリング調査のページ等で順次公開し

ています。（リスク管理に関する課題及びその対応については、4.6 を参照）。 

・ PFAS に対する総合戦略検討専門家会議（第 5 回）資料 1-1
（https://www.env.go.jp/content/000242830.pdf）

・ 環境省 エコチル調査 成果発表一覧（https://www.env.go.jp/chemi/ceh/results/publications.html）
・ 環境省 化学物質の人へのばく露量モニタリング調査

(https://www.env.go.jp/chemi/kenkou/monitoring.html)
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4.1 PFAS 対策の基本的方向性 

ＰＦＡＳ対策については、「ＰＦＡＳに関する今後の対応の方向性」（→4.2 参照）

を踏まえて、科学的根拠に基づく対応と国民へのわかりやすい情報発信を図る

ことが重要です。 

具体的には、①環境中への新たな排出抑制（作らない・出さない）、②更なる

汚染拡大の防止（広めない）、③健康影響の未然防止（目標値等を超える量の

PFOS 等を摂取しない）、④リスクコミュニケーション（正しく知る）の４つの柱

で取組を推進していきます。 

以下 4.3～４．２０において、ＰＦＡＳへの対応を記載しております。 

・ 中央環境審議会総会（第 33 回）資料 3-④に基づき時点更新

（https://www.env.go.jp/council/content/i_02/000289229.pdf）



4.2 PFAS に関する今後の対応の方向性 
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4.2 PFAS に関する今後の対応の方向性 

２０２３年、環境省では、ＰＦＡＳに関する総合的な対応策の検討や、国民への

分かりやすい情報発信を通じて、国民の安全・安心に資することを目的として、

「ＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門家会議」を設置しました。２０２３年、同専門

家会議は、「ＰＦＡＳに関する今後の対応の方向性」を取りまとめました（参考資

料参照）。 

この中で、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡについて、管理の強化、目標値を超えて検出された

地域等での対応、リスクコミュニケーション、存在状況の調査の強化等の取組の

継続・充実が提言されました。 

その他のＰＦＡＳについては、非常に数が多く、個別の有害性や環境中での存

在状況に関する知見が十分でないため、科学的知見等の充実を図りながら、

POPs 条約（→1.4 参照）で廃絶対象となっている物質等とそれ以外の物質に

分類して対応することが提言されました。 

また、健康影響に関する科学的知見や対策技術等の継続的な収集や、国内で

の研究を推進することが提言されました。 

・ PFAS に関する今後の対応の方向性（https://www.env.go.jp/content/000150418.pdf）
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4.3 PFOS 等含有泡消火薬剤の在庫量の把握と代替促進 

ＰＯＰｓ条約国内実施計画のため、環境省は、ＰＦＯＳ等を含有する泡消火薬剤

の在庫量を 4 年ごとに調査しています。 

調査結果によると、ＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤量は約２０９万 L（うち、ＰＦＯＳ

等の含有量は約 12 トン）であり、前回調査と比べて、PFOS 含有泡消火薬剤の

量は約 45％減少、泡消火薬剤中のＰＦＯＳ含有量は約３６％減少しました。 

施設別では、消防機関、空港、自衛隊関連施設が大幅に減少しております（代

替が進捗）。石油コンビナート等やその他（駐車場）は微増していますが、ＰＦＯＳ

等含有泡消火薬剤が新たに設置されることはないため、調査精度の向上が主

な理由と考えられます。また、駐車場について、消防庁がＰＦＯＳ等を含まない

消火設備の設置基準の検討を行っており、海外の駐車場では一般的にスプリン

クラー設備が設置されていることを踏まえ、2025 年度には、水系消火設備の

有効性等について検討を進めています。 

環境省は引き続き、関係省庁・関係団体と協力しつつ、ＰＦＯＳ等含有泡消火

薬剤の代替に向けた取組を進めていきます。 

・ 環境省 2024 年 11 月 1 日報道発表資料「PFOS 等含有泡消火薬剤全国在庫量調査の結果につい

て」（https://www.env.go.jp/press/press_03919.html） 
・ 総務省消防庁 消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会

（https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-177.html）
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4.4 PFOS 等含有泡消火薬剤の適正な管理 

ＰＦＯＳ等の製造が禁止される前に製造・設置されたＰＦＯＳ・ＰＦＯＡを含む泡

消火薬剤等については、使用することは禁止されていませんが、みだりに環境

中に放出されることがないよう、取扱上の技術基準と表示義務を設けていま

す。 

ＰＦＯＳ等を含む泡消火薬剤等の保管に使用する容器やその保管場所、容器

等の定期的な点検、ＰＦＯＳ等を含む泡消火薬剤等の移替えの方法、万が一漏

れた場合に回収する等の措置、訓練・点検において放出したＰＦＯＳ等を含む泡

消火薬剤等の回収等に関する基準を守ることが求められるほか、保管に際して

は、ＰＦＯＳ等を含む泡消火薬剤等を保管している旨を表示すること、譲渡・提

供に際しては、ＰＦＯＳ等が使用されていることやその含有率、使用上の注意事

項等を表示することが求められます。 

このようにＰＦＯＳ等を含む泡消火薬剤等は、国の基準に従って漏れることの

ないよう保管し、万が一漏れた場合には回収する等、厳しい管理が義務付けら

れています。 

・ 日本消火器工業会「PFOS 含有消火器・消火器用消火薬剤のお取扱いについて」

（www.jfema.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/pfos.pdf）
・ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表 PFOS 又はその塩の項又は

PFOA 又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基

準を定める省令（平成 22 年 9 月 3 日総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省

令第 1 号）（https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60003D08001）
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4.5 事故等に伴う PFOS 等の排出時の対応 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡは、水質汚濁防止法で定める指定物質となっており、これら

を貯蔵等している施設から、事故や災害によって公共用水域に排出、又は地下

に浸透し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直

ちに、拡散防止に関する応急措置を講じるとともに、速やかにその事故の状況

及び講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出なければなりません（第１４

条の２第２項）。都道府県知事等は届出を受けた場合、事案に応じて水道事業者

や河川管理者等に事故の状況等を連絡するとともに、環境省にも情報を共有

することが期待されています。 

ＰＦＯＳ等を含む泡消火薬剤を消火目的で使用した場合も、法律上の義務で

はないものの、その流出状況等について都道府県知事等に情報提供するよう

呼びかけています。 

・ 環境省 令和 5 年 12 月 18 日付事務連絡「水質汚濁防止法に基づく指定物質に係る対応について

（周知依頼）」（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/231218_yobo_2.pdf）
・ 環境省 令和 6 年 3 月 13 日付通知「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法等に係る事故時の措置の

徹底等について」（https://www.env.go.jp/content/000270767.pdf）
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4.6 水道水等の PFOS・PFOA 等への対応 

ＰＦＯＳ等による健康リスクを低減するためには、ＰＦＯＳ等の主な摂取経路の

１つである水道水等について、ＰＦＯＳ等の濃度を管理することが重要です。 

このため、２０２０年に、厚生労働省（当時）が、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡを水質管理目

標設定項目に位置付けて、水道事業者等に対して、水道水質基準に準じた検査

や管理を求めてきました（→検査状況は、2.4 参照）。２０２５年に、環境省は、

PFOS・ＰＦＯＡを 2026 年 4 月 1 日から水道水質基準へ引き上げることを決

定しました。これにより、水道事業者等は、PFOS・PFOA に関する検査・基準

遵守の義務が新たに課されます。 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ以外のＰＦＡＳについては、有害性に関する科学的知見が十分

に得られていない一方、水道水の原水等からも検出されているため、２０２１年

からＰＦＨｘＳが、2025 年からはその他 7 種類の PFAS が要検討項目として

位置づけられています。 

また 2025 年には、消費者庁により、ミネラルウォーター類のうち殺菌又は

除菌を行うものを対象に、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに係る規格基準が 50 ng/L と規定

されました（経過措置あり）。 

・ 環境省 水道水質基準について（https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/index.html）
・ 消費者庁 「ミネラルウォーター類の PFOS 及び PFOA に係る規格基準」に関する Q&A

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/qa/）
・ 環境省 水質基準に関する省令改正の概要について

（https://www.env.go.jp/content/000334172.pdf）
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4.7 水道水等における PFOS・PFOA の基準値等 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの水道水質基準の設定に当たっては、2024 年に、内閣府食

品安全委員会が取りまとめた評価書の耐容一日摂取量（TDI）を踏まえ、水か

らの摂取量をその 10％に抑えることとして適用しています。TDI は、動物試

験の結果から、不確実係数１を考慮して、生涯にわたって毎日摂取し続けても健

康への悪影響がないと推定される摂取量であり、水質基準値を超過した水の

飲用が、直ちに健康被害につながるものではありません（→3.8 参照）。 

ＴＤＩを基に計算すると、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの基準値はそれぞれ 50 ng/L とな

りますが、より安全性を見込む観点から、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算で 50 ng/L

としています。 

また、ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものについて、水道

水における水質基準の設定と同じ考え方により、規格基準が設定されました。

（→4.6 参照）。 

1 一般的に、不確実係数とは、動物とヒトの種の違いや、成人と子ども等個体間の感受性の違いの

可能性を見込んで安全性を確保するための係数で、この値で除する過程は動物実験のデータを

用いて指標値を算出する過程において行われます。

・ 環境省 水道水質基準について（https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/index.html）
・ 消費者庁 「ミネラルウォーター類の PFOS 及び PFOA に係る規格基準」に関する Q&A

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/qa/）



4.8 諸外国等における飲料水基準等 

41 

4.8 諸外国等における飲料水基準等 

飲料水中のＰＦＡＳの規制の在り方は、国によって様々です。欧州では、２０２

０年に改正された欧州飲料水指令で、「全ＰＦＡＳ」として500 ng/L、「ＰＦＡＳ合

計」(C = 4～13 の各ペルフルオロスルホン酸及びペルフルオロカルボン酸、計

20 物質)として 100 ng/L という基準値が示されました。米国では、２０２４年

にＰＦＯＳとＰＦＯＡの規制値を各 4 ng/L１、ＰＦＨｘＳ、PFNA、HFPO-DA２につ

いて各 10 ng/L とする飲料水規制３が決定されました。この他、ドイツ、英国、

オーストラリア等でも独自に基準が設定される等、対象とする物質や、根拠とす

る健康影響は、国・機関によって大きく異なっています。 

1 ヒト及び動物への発がん性に関する十分な証拠に基づき、「ヒトに発がん性がある可能性がある」

と評価し、発がん性に関する閾値はないとの想定から、最大汚染レベル目標をゼロと設定した。ま

た、測定可能な最低濃度が 4 ng/L であることと、達成可能な有効かつ信頼性のある複数の浄水

処理技術が存在することを踏まえ、実行可能性の観点から、最大汚染レベルを 4.0 ng/L と設定

した。2029 年から基準が適用される。 

２ HFPO-DA（ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸）は、ＰＦＯＡの代替品として開発され

た GenX 化合物（商標名）に使用される。 

３ 米環境保護局(EPA)は、2024 年に規制とすることを公表し、各水道会社に対して、3 年以内に

モニタリングを実施し、基準超過の場合は 5 年以内の削減措置を求めていた。その後、2025 年

5 月に、PFOS・PFOA についての規制値は維持するものの、遵守期限を 2029 年から 2031

年に延長することを検討するとともに、PFOS・PFOA 以外のPFAS の規制について再考する意

向が公表された。

・ PFOS・PFOA に係る水質の目標値等の専門家会議(第 5 回)資料 1 参考 1 に基づき時点更新

（https://www.env.go.jp/content/000276967.pdf）
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4.9 水道水の PFOS・PFOA の暫定目標値超過時の対応 

２０２４年、国土交通省では、水道水においてＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの暫定目標値

（2026 年４月より水質基準値）を超過した場合に水道事業者等が実施した主

な対応を整理し、公表しました。 

応急的な対応としては、水質検査の強化、既存の他の水道水源への取水の切

替え等の水運用による対応、既存の浄水処理施設の浄水処理の強化（活性炭

等）、住民への周知や飲用制限措置（給水所による応急給水等）が挙げられます。 

中期的な対応としては、定期的な水質検査を継続することによる濃度レベル

の把握、新たな水道水源への切替え、施設整備を伴う浄水処理の強化が挙げら

れます。 

水道におけるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの処理技術としては、活性炭処理が活用された

事例があるほか、イオン交換処理や膜分離技術でも処理できるという報告があ

ります。ただし、これらの水処理によって生じる廃棄物を適正に処理する必要

があるほか、膜分離技術の導入については濃縮された排水の適正な処理も必

要です。処理技術の詳細については、（公財）水道技術研究センターから公表さ

れた資料集が参考になります。 

国土交通省 水道事業者等によるこれまでの PFOS 及び PFOA 対応事例について

（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001845763.pdf） 
・ 水道技術研究センター 水道における PFAS の処理技術等に関する資料集

（https://www.jwrc-net.or.jp/research-development/p-ken/outline.html）

・  
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4.10 リスクコミュニケーションの実施

公共用水域や地下水から指針値を超えてＰＦＯＳ・ＰＦＯＡが検出された場合、

住民の不安に寄り添いながら情報発信を行うことが重要です。その際には、環

境省が専門家会議の監修の下で作成した「ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに関する Q&A 集」

や、その内容を平易に説明したリーフレット、更に食品安全委員会が作成した評

価書に関する Q&A 集等を活用し、リスクコミュニケーションを図ることが期待

されます。 

Q&A 集では、「身近な環境中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡはこれからも増えるのでしょ

うか。」（Q2）、「永遠の化学物質と聞きました。一度身体に入ったら一生残るの

でしょうか。」（Q3）、「一部の地域では、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡが飲み水に含まれてい

る場合があると聞きました。大丈夫でしょうか。」（Q4）、「健康影響に関する血

中濃度の基準はないのですか。ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの血液検査を受ければ健康影響

を把握できますか。」（Ｑ６）等の質問に対する回答を掲載しています。 

・ 環境省 令和 6 年 11 月 29 日付事務連絡（「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第 2 版）」の

送付等について）（https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf）
・ PFOS、PFOA に関する Q&A 集（https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）
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4.11 統計データを用いた地方公共団体による健康状態の把握 

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡによる健康影響への不安の声が上がっている地域において

は、地域保健を担当する地方公共団体が、地域保健活動の一環として、健康指

標に関する既存統計等１を用いる等して、当該地域の健康状態を把握し、地域

住民に向けた情報発信をすることが望まれます２。 

具体的には、健康指標の経年的な推移により、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡとの関連が指

摘されているコレステロール値、がんの罹患状況、低体重児の届出情報等を確

認することや、他地域との比較により、地域の健康指標に大きな差異がないか

を確認することが考えられます。 

その他、地方公共団体が直ちに取り組める対応として、既存の健康診査の定

期受診を推進することが考えられます。

１ コレステロール値の上昇に関する既存統計等としては「高齢者の医療の確保に関する法律」に基

づく特定健康診査の情報、がんに関する既存統計等としては「がん登録等の推進に関する法律」

に基づくがんの罹患情報、出生時の体重減少に関する既存統計等としては「母子保健法」に基づ

く低体重児の届出情報等が想定されます。

２ 地方公共団体による健康状態の把握例については、脚注を参照してください。 

・ 環境省 令和 6 年 11 月 29 日付事務連絡（「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第 2 版）」の

送付等について）（https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf）
・ 環境省 PFOS 及び PFOA に関する地方公共団体による健康状態の把握について

（https://www.env.go.jp/content/000242251.pdf）
・ 第 3 回吉備中央町健康影響対策委員会 資料 2「中間報告 2」

（https://www.town.kibichuo.lg.jp/uploaded/attachment/9705.pdf）
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4.12 水環境中の PFOS・PFOA 等への対応 

環境省は、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡについて、水環境中（公共用水域及び地下水）にお

ける検出状況等を注視して知見を集積する観点から、２０２０年に水環境中の

「要監視項目」に位置付けています。監視強化の観点からの目安となる値とし

て、指針値１を 50 ng/L （ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの合算値）に設定しています（設定根

拠は 4.6 と概ね同様）。 

都道府県・水質汚濁防止法政令市では、地域の実情に応じて、水質汚濁防止

法上の常時監視を行うための水質測定計画にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡを位置付ける等、

水環境中の存在状況の把握に努めることが期待されます。 

測定に当たっては、健康リスクの低減を効果的に行えるよう、水道水源や飲

用井戸等の存在状況を踏まえて測定地点を選んだり、排出源になり得る施設 2

の存在状況を踏まえて汚染実態を把握したりすることが期待されます。 

１ 2025 年、内閣府食品安全委員会の評価書を踏まえ、毒性学的に明確な指針値の設定が可能と

判断されたため、PFOS・PFOA の「指針値（暫定）」が「指針値」に見直されました。 

2 具体的な施設については「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに関する対応の手引き（第２版）」の１ページ目を御

確認ください。 

・ 環境省 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）

（https://www.env.go.jp/content/000325019.pdf）
・ 環境省 令和 7 年 9 月 29 日付通知「要調査項目リストの改定について」

（https://www.env.go.jp/content/000342928.pdf）
・ 環境省 令和 6 年 11 月 29 日付事務連絡（「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第 2 版）」の

送付等について）（https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf）
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4.13 水環境中の PFOS・PFOA の指針値超過時の対応 

公共用水域や地下水から指針値を超えてＰＦＯＳ・ＰＦＯＡが検出された場合、

指針値を超過した水が水道や飲用井戸で供されていることもありえるため、ま

ずは飲用摂取の防止を徹底することが重要です１。環境省が作成した「ＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡに関する対応の手引き（第 2 版）」（参考資料参照）に則り、地域の実情

に応じて、飲用摂取の防止２、継続的な監視調査、汚染範囲の把握や排出源の

特定のための追加調査等を行うことが期待されます。 

1 ２０２２年に WHO が公表した文書によると、「ＰＦＯＳ等は分子量が高く、吸入や皮膚を経由した

摂取は重要とは考えにくい」とされており、一般的には、生活用水としての利用によって、耐容一

日摂取量を超過することはないと考えられます。 

2 地域の水道事業者等への情報提供や、飲用井戸等の設置者等に対して水道水の利用を促す等の

助言が考えられます。 

・ 環境省 令和 6 年 11 月 29 日付事務連絡（「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第 2 版）」の

送付等について）（https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf）
・ 令和 4 年度第 2 回水質基準逐次改正検討会資料 1 参考 1

（https://www.env.go.jp/content/900547914.pdf）
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4.14 国内外の PFAS 対策技術 

国内ではこれまで主に浄水場等において、活性炭を用いたＰＦＯＳ等の処理

が行われてきましたが、別表のとおり国内外で様々なＰＦＡＳ対策技術が提案さ

れ始めています。 

環境省においても、技術の実証試験を行っています。２０２３年度には、

PFAS に汚染された地下水に対して精密ろ過膜と活性炭を用いてＰＦＡＳを除

去する方法について実証試験を実施し、結果をホームページに公表しています。 

また、産学官が連携してＰＦＡＳの処理技術等の情報交換・利用促進を行うＰＦ

ＡＳ対策技術コンソーシアムでは、処理に関する先端技術の情報提供や国外エ

キスパート講演会等を実施しています。

・ PFAS 対策技術コンソーシアム（https://unit.aist.go.jp/mcml/rg-org/pfasconsortium.html）（2025 年

3 月時点）

・ PFAS 対策技術コンソーシアム（新館）「CAR-PFAS Japan」

（https://staff.aist.go.jp/nob.yamashita/pfasconsortium.html）
・ 環境省 令和 5 年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査対象技術の評価結果につい

て（https://www.env.go.jp/press/press_03534.html）
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4.15 PFOS 等の濃度低減のための対策技術の実証事業 

さらに、環境省では、環境中に高濃度で検出された PFOS 等について、濃度

低減のための効果的な対策技術に関する知見を充実させることを目的として、

２０２5 年度に「PFOS 等の濃度低減のための対策技術の実証事業」を実施し

ています。2025 年４月から５月にかけて、土壌、産業廃棄物最終処分場（管理

型）の放流水及び産業廃棄物最終処分場（安定型）の浸透水に含まれる PFOS・

PFOA の濃度を低減させる技術を対象に公募を行いました。 

応募された技術提案は、学識経験者で構成される「PFOS等の濃度低減のた

めの対策技術に関する実証事業運営会議」により審査され、別表のとおり計９

件（８社）の技術が選定されました。 

各技術の実証試験の結果は最終評価され、取りまとめられた後に公表され

る予定です。また、得られた知見は、地方自治体等に広く提供していきます。 

・ 環境省 「PFOS 等の濃度低減のための対策技術の実証事業」の公募について

（https://www.env.go.jp/press/press_04808.html）
・ 環境省 「PFOS 等の濃度低減のための対策技術の実証事業」における対象技術の選定について

（https://www.env.go.jp/press/press_00270.html）
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4.16 PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する対応 

環境省では、2022 年に、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡやそれらを使った製品等が廃棄物

として排出される際、その適正な処理を確保するために、「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ

含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」として公表しています。 

その中では、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ含有廃棄物について、保管、処理委託、収集運

搬、分解処理の各段階での留意事項を示しており、例えば、分解処理について

は、ＰＦＯＳ等を 99.999 ％以上分解できる方法として、ＰＦＯＳで約 850 ℃、

ＰＦＯＡで約 1000 ℃（約 1100 ℃を推奨）以上の温度で、２秒以上の滞留時

間を確保した上での焼却処理を挙げています１。なお、本技術的留意事項は、管

理目標参考値２以上のものを対象としていますが、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律ほか関係法令を遵守の上、適正に処理しなければなりません。 

1 99.999 %以上の分解効率と、分解処理が適切に行われたことを確認するための排ガス・廃水・

残さに関する管理目標値（投入する廃棄物中のＰＦＯＳ等の濃度に応じて設定）の要件を満たすこ

とが確認されている技術であれば、その他の処理要件・方式による分解処理を適用してもかまい

ません。 

2 ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ含有廃棄物の分解処理時に達成すべき排出濃度の目標値。投入する廃棄物中のＰ

ＦＯＳ等の濃度を 10,000 mg/kg として算出した管理目標値の一例。排ガスで 60 ng/m3N、

廃水で 1 µg/L、残さで 5 µg/kg-dry。

・ 環境省 PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項（令和 4 年 9 月）

（https://www.env.go.jp/content/000077696.pdf）
・ 日本消火装置工業会「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項について相談

できる処理施設の紹介」（日本消火装置工業会 HP の「工業会情報」に掲載（https://shosoko.or.jp/）
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4.17 PFOS・PFOA を含有する使用済み活性炭の適切な管理 

水質基準値等を超過する PFOS 等を含む水の処理に使用した活性炭（以

下、「使用済活性炭」）が適切に管理されないと、活性炭に吸着した PFOS 等が

溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがあります。 

このため、環境省では、このような使用済活性炭１の適切な管理に関して留意

すべき点等を整理しています。 

例えば、事業場等において使用済活性炭を長期間保管する場合には、屋内で

保管する又は雨水等が当たらないよう保管すること、定期的に保管状況を確認

すること等、環境汚染を生じさせないように保管することが重要です。 

使用済活性炭を廃棄物として処理する場合には、「PFOS 及び PFOA 含有

廃棄物の処理に関する技術的留意事項」（→4.16 参照）を参考に、PFOS 等を

確実に分解処理すること、また、使用済活性炭の再生の委託を検討する場合に

は、PFOS 等が含まれていることを再生事業者に伝え、受入可能か確認するこ

と、再生事業者において排水等による PFOS 等の流出を防止する取組が行わ

れていることを確認すること等が重要です。 

1   事業の用に供されたものを対象にしています。 

・ 環境省 2025 年 3 月 26 日通知（PFOS 等を含む水の処理に用いた使用済み活性炭の適切な保管等

について）（https://www.env.go.jp/content/000301642.pdf）
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4.18 土壌中の PFAS について 

土壌中のＰＦＡＳについては、日本国内で統一的な測定方法が確立されてい

なかったことから、環境省は、２０２３年７月、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ・ＰＦＨｘＳの３種類

についての暫定測定方法を取りまとめ、全国に周知しました。ただし、この測定

方法は限られた試料数・土質の土壌を用いて精度を検証したものであり、様々

な土質の場合にも同等の精度が得られることは確認されていません。このため、

測定精度、試料の採取・分析等での課題を把握した場合は、環境省への情報提

供を要請しています。 

また、土壌から地下水にどの程度移行していき、その結果として飲み水を介

して摂取するリスクがどの程度あるのかという知見も十分得られていないため、

環境省では環境中の動態に関する調査・研究を進めています。 

そのほか、２０２３年に、農業・食品産業技術総合研究機構が、農地土壌に含

まれる多種類のＰＦＡＳの一斉分析に関する暫定マニュアルを公表しています。 

・ 環境省 土壌中の PFOS、PFOA 及び PFHxS の暫定測定方法について

（https://www.env.go.jp/content/000272788.pdf）
・ 農業・食品産業技術総合研究機構 HP

「土壌に含まれる PFAS の一斉分析暫定マニュアル～土壌採取から測定まで～」

（https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/163753.html）
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4.19 農作物への移行に関する知見の収集 

農地土壌や水等の農業環境中のＰＦＡＳが農作物にどの程度移行するのか、

ＰＦＡＳの種類や農作物の種類によって異なるとの海外報告がありますが、研究

は限られており、詳しい挙動は明らかになっていません。 

このため、２０２２年度から、農林水産省の委託を受けて、農業・食品産業技術

総合研究機構を中心とした研究グループが、農地土壌や水等から農作物へのＰ

ＦＡＳ移行特性、農作物へのＰＦＡＳ吸収・移行のメカニズムの解明のための研究

を開始しています。2024 年度には、PFOS・PFOA の指針値を超える河川か

ら取水している水田において試験を実施しました。その結果、PFOS 又は

PFOA を高濃度で含む水田土壌で主食用米を栽培しても、ほとんど玄米に移

行しないことがわかりました。 

また、２０２４年８月には農林水産省が農作物中のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ・ＰＦＨｘＳ・

PFNA の分析に関する標準作業手順書を作成しました。国や自治体が農産物

中のＰＦＡＳ濃度を測定する際に利用されることが期待されます。 

・ 農林水産省 食品中の PFAS に関する情報

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/index.html）
・ 農業環境中の PFOS、PFOA のコメへの移行、蓄積性について

（https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/attach/pdf/250828-1.pdf）
・ 農産物中の PFOS、PFOA、PFHxS、PFNA の分析法 （標準作業手順書）

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/attach/pdf/index-1.pdf）
・ PFAS に関する今後の対応の方向性

（https://www.env.go.jp/content/000150418.pdf）PFOS・PFOA・PFHxS 以外の PFAS への対応
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近年、諸外国では、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ以外のＰＦＡＳを含め、複数のＰＦＡＳをまと

めて管理・規制しようとする動きがあります。 

一方、ＰＦＡＳは 10,000 種類以上と言われ、非常に数が多く、個別の物質の

有害性や環境中での存在状況に関する知見が十分得られていないものが多い

ため、環境省では、リスク管理を行う優先度が高い物質（群）を抽出するために

必要な、ＰＦＡＳの有害性やその定量的な把握手法に関する研究を推進すること

を目的として、202４年からＰＦＡＳに関する総合研究を開始しました。また、

PFAS の存在状況に対する調査を強化するため、2023 年から、ＰＦＡＳ一斉分

析法の開発に向けた検討を進めています。 

さらに、水道水に関する要検討項目において、従来のＰＦＨｘＳに加え、新たに

７種類のＰＦＡＳを位置づけ、水道水中の存在状況に関する知見の収集を進めて

いく予定です。 

こうした取組を通じ、科学的知見に基づき、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ以外のＰＦＡＳに関

する検討を進める予定です。 

・ PFAS に対する総合戦略検討専門家会議（第 5 回）資料 1-1
（https://www.env.go.jp/content/000242830.pdf）

・ 水道水質・衛生管理小委員会（第 1 回）資料 2-2
（https://www.env.go.jp/council/content/49wat-doj01/000288213.pdf）

・ 環境省 水質基準に関する省令改正の概要について

（https://www.env.go.jp/content/000334172.pdf）
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